
図 1 災害想定 1：自都道府県発災 

 

 

図 2 災害想定 2：隣接した都道府県発災 

 

 

図 3 想定 3：終結基準における想定 

 

 

資料 6 



図 4 想定 1を用いた立ち上げ基準（案）に対する意見 

 

 

図 5 想定 2を用いた立ち上げ基準（案）に対する意見 

 

 

図 6 想定 3を用いた終結基準（案）に対する意見 

 

 



表 1 回答者の属性 

 

 

 

N人 (％)
性別 男性 24 (54.5%)

女性 18 (40.9%)
無回答 2 (4.5%)

計 44 (100.0%)
年齢 20代 7 (15.9%)

30代 12 (27.3%)
40代 8 (18.2%)
50代 12 (27.3%)
60代 3 (6.8%)

無回答 2 (4.5%)
計 44 (100.0%)

所属機関 医療機関 5 (11.4%)
精神保健福祉センター 13 (29.5%)

都道府県庁 24 (54.5%)
無回答 2 (4.5%)

計 44 (100.0%)
職種 医師 10 (22.7%)

看護師 0 (0.0%)
保健師 5 (11.4%)
事務職 21 (47.7%)

精神保健福祉士 1 (2.3%)
公認心理師 3 (6.8%)

その他 2 (4.5%)
無回答 2 (4.5%)

計 44 (100.0%)
DPAT関連研修の参加回数 0回 1回 2回以上 計
　DPAT先遣隊研修 41(93.2%) 3(6.8%) 0(0.0%) 44(100.0％)
　DPAT統括者・事務担当者研修 22(50.0%) 20(45.4%) 2(4.5%) 44(100.0％)
　都道府県DPAT研修 31(22.8%) 10(22.7%) 3(6.8%) 44(100.0％)
　大規模地震時医療活動訓練 43(97.7%) 0(0.0%) 1(2.2%) 44(100.0％)

DPATとしての災害時の活動回数 0回 1回 2回 3回 計
36(81.8%) 7(15.9%) 0(0.0%) 1(2.2%) 44(100.0％)

DPAT以外での災害時の活動回数 0回 1回 2回 3回以上 計
29(65.9%) 10(22.7%) 2(4.5%) 3(6.8%) 44(100.0％)



図 7 DPAT 活動開始基準案に対する回答 

 

 

図 8 特別警報が発令された場合活動開始できない理由（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPAT活動開始基準として判断
できるか

調整本部の設置が必要と
判断できる

調整本部の設置が必要と
判断できない

無回答
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震度６弱以上※の地震が発生した

大津波警報が発表された

特別警報※2が発令された

災害対策本部等※3の上位本部が設置された

DMAT 調整本部が設置された

自都道府県※4が EMIS 災害モードに切り替わった

その他 自都道府県の知事が必要と認めた

※︓東京都の場合は２３区内において震度５強以上、その他の域において震度６弱以上
※2︓大雨洪水等、※3︓災害対策本部や保健医療調整本部等、 ※4︓自都道府県及び隣接する都道府県

N=44

「特別警報※2が発令された」
場合、活動開始できない理由

• 本県のDPAT調整本部設置・運営要領に基づき、調整本部設置に関す
る最終的な判断は DPAT統括者が行うため。

• 風水害については，本部の設置は医療機関の被害状況により判断する
ため。【特別警報＝発災ではない。 】

• 被害状況を確認の上で判断することになると思います。
• 特別警報は最近頻回に発令されるので、被害状況の評価の後
• 統括者と相談の上判断する
• 統括者と相談のうえ判断
• 直ちに立ち上げるべきか、被害等の予想やその被害に対して DPATが

何をするべきか、防災部局や DPAT統括者と協議の上立ち上げる。
（当然、甚大な被害が予想される場合は検討の余地なく立ち上げるべ
きと考える。）

• 待機は必要であるが、調整本部の設置は、特別警報（大雨洪水等）だ
けでなく、現状の把握のうえ、判断が必要と思われる。

• 職員の待機は必要。但し、災害レベル、被害状況の確認を行い、統括
者等の判断を仰ぐ必要がある。

• 状況に応じ、統括者と協議して判断することになると考えられる。
• 状況により必要性を判断する
• 災害の規模等によるものと思われる
• 現在時点では県の保健医療調整本部の立ち上げの元にＤＰＡＴ調整本

部の立ち上げとなるため
• 県内で特別警報が出た場合は、県と統括者でＤＰＡＴ調整本部立ち上

げるか協議する。
• マニュアル上の待機基準となっていないが、状況に応じて設置を行う。
• まずは平時の体制で待機し、被害状況や災害対策本部等の設置状況を

見て必要と判断すれば設置する。

その他の理由

6

4
19

平時の体制で対応可能

DPAT調整本部の設置をする体制が無い

そのような状況は起こり得ない

精神医療活動の必要性がない

その他

N=17
※2︓大雨洪水等



図 9 災害対策等の上位本部が設置された場合活動できない理由 

 

 

図 10 DMAT調整本部が設置された場合活動開始できない理由 
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平時の体制で対応可能

DPAT調整本部の設置をする体制が無い

そのような状況は起こり得ない

精神医療活動の必要性がない

その他

「災害対策本部等※3の上位本部が設
置された」場合、活動開始できない
理由

• 災害対策本部の設置が精神科医療ニーズの発生と必ずしも一致
しないため。情報収集を継続し、調整本部設置の検討を行う。

• 本県のDPAT調整本部設置・運営要領に基づき、調整本部設置
に関する最終的な判断はDPAT統括者が行うため。

• 被災状況を把握し、統括者に確認の上、対応を検討するため
• 被害状況を確認の上で判断することになると思います。
• 統括者と相談の上判断する
• 直ちに立ち上げるべきか、被害等の予想やその被害に対して

DPATが何をするべきか、防災部局や DPAT統括者と協議の上立
ち上げる。（当然、甚大な被害が予想される場合は検討の余地
なく立ち上げるべきと考える。）

• 精神保健医療福祉体制に障害をきたす場合、県と統括者でＤＰ
ＡＴ調整本部立ち上げるか協議する。

• 精神科医療・精神保健活動の需要が増大した場合に設置を行う。
• 職員の待機は必要。但し、災害レベル、被害状況の確認を行い、

統括者等の判断を仰ぐ必要がある。
• 状況により必要性を判断する
• 災害対策本部は，警報レベルや直撃する台風の接近前でも警戒

のため設置される。災害対策本部の設置＝医療調整本部の設置
とはならず，医療機関の被害状況を把握してからとなる。（ 6
弱以上の大地震，大津波警報発令時を除く）

• 災害対策本部が設置された場合は、原則、ＤＰＡＴ調整本部を
設置することが想定されるが、災害警戒本部が設置された場合
は、必ずしもDPTA調整本部を設置するわけでもない。

• 災害の規模等によるものと思われる

その他の理由N=17

※3︓災害対策本部や保健医療調整本部等
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1

9

平時の体制で対応可能

DPAT調整本部の設置をする体制が無い

そのような状況は起こり得ない

精神医療活動の必要性がない

その他

「DMAT 調整本部が設置され
た」場合、活動開始できない理由

• DMAT 調整本部の設置が精神科医療ニーズの発生と必ず
しも一致しないため。情報収集を継続し、調整本部設置
の検討を行う。

• 本県のDPAT調整本部設置・運営要領に基づき、調整本部
設置に関する最終的な判断はDPAT統括者が行うため。

• 被災状況を把握し、統括者に確認の上、対応を検討する
ため

• 直ちに立ち上げるべきか、被害等の予想やその被害に対
してDPATが何をするべきか、防災部局やDPAT統括者と
協議の上立ち上げる。（当然、甚大な被害が予想される
場合は検討の余地なく立ち上げるべきと考える。）

• 精神科医療・精神保健活動の需要が増大した場合に設置
を行う。

• 職員の待機は必要。但し、災害レベル、被害状況の確認
を行い、統括者等の判断を仰ぐ必要がある。

• 災害の規模等によるものと思われる
• 原則DMATと対応開始の基準は合わせているが，活動内容
の相違から完全には一致しない場合がある。DMATは20
名以上の重症・中等症の傷病者が発生すると見込まれる
場合にも活動する。

• 県内ＤＭＡＴ調整本部が立ち上がった場合は、県と統括
者でＤＰＡＴ調整本部立ち上げるか協議する。

その他の理由N=11



図 11 自都道府県等が EMIS災害モードに切り替わった場合活動開始できない理由 

 

 

図 12 DPAT活動終結基準案に対する回答 

 

 
 

「自都道府県等※4が EMIS 災害モー
ドに切り替わった」場合、活動開始
できない理由

• 本部の設置は医療機関の被害状況により判断するため。ただし，
EMISは，医療機関の被害を確認した際に災害モードになるこ
とから多くの場合は，本部を設置することが想定される。

• 本県のDPAT調整本部設置・運営要領に基づき、調整本部設置
に関する最終的な判断はDPAT統括者が行うため。

• 被災状況を把握し、統括者に確認の上、対応を検討するため
• 被害状況を確認の上で判断することになると思います。
• 統括者と相談の上判断する
• 直ちに立ち上げるべきか、被害等の予想やその被害に対して

DPATが何をするべきか、防災部局や DPAT統括者と協議の上立
ち上げる。（当然、甚大な被害が予想される場合は検討の余地
なく立ち上げるべきと考える。）

• 待機は必要であるが、調整本部の設置は、ＥＭＩＳモードに切
り替わっただけでなく、現状の把握のうえ、判断が必要と思わ
れる。

• 精神保健医療福祉体制に障害をきたす場合、県と統括者でＤＰ
ＡＴ調整本部立ち上げるか協議する。

• 状況に応じ、統括者と協議して判断することになると考えられ
る。

• 災害レベル、被害状況の確認を行い、統括者等の判断を仰ぐ必
要がある。

• 災害の規模等によるものと思われる
• マニュアル上の待機基準となっていないが、状況に応じて設置

を行う。

その他の理由N=12
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10

平時の体制で対応可能

DPAT調整本部の設置をする体制が無い

そのような状況は起こり得ない

精神医療活動の必要性がない

その他

※4︓自都道府県及び隣接する都道府県

DPAT活動終了と判断できるか

活動終了基準と判断でき
る

活動終了基準と判断でき
ない

無回答

• EMIS 内の被災圏域の精神病床を有する医療機関等が緊急時入力項目において「支援不要」
となる。
• 避難者数や DPAT 活動における処方数、相談件数から精神保健活動や支援者支援のニーズ
の減少を総合的に推定できる。
• 被災地の精神保健医療福祉に関わる機関 (行政、保健所、精神保健福祉センター、被災地の
精神科医療機関等 )による対応が可能となる。
• 保健医療調整本部等の合同会議において、災害医療コーディネーター、精神保健福祉セン
ター長の他、被災地の精神保健医療福祉に関わる機関や他の保健医療福祉支援チーム等から
終了の同意が得られている。

40

2 2

・本職に判断の権限がないため
・DPAT 活動における処方数、相談数等の推移を評価しながら、
被災地域の精神保健医療機関の機能が回復し、かつ DPAT 活動
の引継と、その後の精神保健医療ニーズに対応できる体制が
整った時点を終了の目安とする。

判断できない理由


